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Info

環
境
保
全
関
係
功
労
者
表
彰

（
環
境
保
全
推
進
功
労
）

　

冨
田
晌
子
さ
ん
と
清
﨑
孝
子
さ
ん
が
愛
知
県

か
ら
環
境
保
全
関
係
功
労
者
表
彰
を
受
け
ま
し

た
。

　

県
内
の
環
境
の
保
全
に
関
し
顕
著
な
功
績
の

あ
っ
た
個
人
等
を
表
彰
す
る
も
の
で
、
お
2
人

は
長
年
に
わ
た
り
地
域
環
境
保
全
委
員
と
し

て
、
地
域
の
巡
視
や
環
境
美
化
に
貢
献
し
、
そ

の
功
績
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

Info

国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
を
決
定

　

今
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

7
月
中
に
納
税
（
納
入
）
通
知
書
や
決
定
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

保
険
税
・
保
険
料
の
徴
収
は
、
年
金
の
支
給

時
に
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
特
別
徴
収
と
、
納

付
通
知
書
か
口
座
振
替
で
お
支
払
い
い
た
だ
く

普
通
徴
収
の
2
種
類
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

納
付
方
法
は
、
金
額
や
年
金
の
受
給
状
況
な

ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
通
知
書
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

普
通
徴
収
の
方
で
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
金
融
機
関
で
あ
ら
か
じ
め
手
続
き
が
必

要
で
す
。

　

通
知
書
に
同
封
す
る
口
座
振
替
依
頼
書
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
年
度
は
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課

限
度
額
の
改
定
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
収
入
の
減

少
な
ど
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
方
は
、
前
年
中

の
所
得
に
応
じ
て
、
保
険
税
・
保
険
料
の
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
改
定
の
内
容
や

減
免
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
通
知
書
に
同

封
す
る
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療
係

（
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
）

28
・
0
9
1
7

保
険
課
高
齢
者
・
介
護
係

（
介
護
保
険
料
）　

28
・
0
1
0
0

Info

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
、
各
種
福
祉
医
療
の

受
給
者
証
等
の
更
新

　

現
在
ご
使
用
の
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
及
び
各
種
医
療
制
度
の
受
給
者
証
等
の
有
効

期
限
は
、
7
月
31
日
（
土
）
で
す
。

　

8
月
1
日
（
日
）
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
受

給
者
証
等
を
交
付
し
ま
す
。
申
請
書
の
提
出
が

必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
健
康
保
険

【
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
】

①
高
齢
受
給
者
証

　

昨
年
の
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
割
合
を
判

定
し
、
7
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

受
給
者
証
は
70
歳
に
到
達
し
た
翌
月
（
1
日

が
誕
生
日
の
方
は
そ
の
月
）
か
ら
使
用
す
る
も

の
で
す
。
新
た
に
対
象
年
齢
に
到
達
さ
れ
る
方

に
は
、
事
前
に
送
付
し
ま
す
。

②
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ま

た
は
限
度
額
適
用
認
定
証

　

昨
年
の
所
得
に
応
じ
て
交
付
で
き
る
か
ど
う

か
を
判
定
し
、
対
象
と
な
る
方
に
の
み
、
7
月

下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

【
70
歳
未
満
の
方
】

①
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

　

認
定
疾
病
名
が
「
人
工
腎
臓
（
人
工
透
析
）

を
実
施
し
て
い
る
慢
性
腎
不
全
」
の
方
は
、
昨

年
の
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
限
度
額
を
判
定

し
、
受
療
証
を
7
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

②
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

ま
た
は
限
度
額
適
用
認
定
証

　

8
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な
方
は
役
場
1

階
3
番
窓
口
保
険
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療

　

新
し
い
保
険
証
（
若
草
色
）
を
7
月
中
旬
に

簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ま

た
は
限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

8
月
1
日
（
日
）
以
降
も
交
付
対
象
に
な
る
方

に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
7
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。

◆
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療

　

更
新
手
続
き
の
ご
案
内
を
7
月
中
旬
に
送
付

し
ま
す
。
郵
送
ま
た
は
保
険
課
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
提
出
書
類
を
確
認
後
、
新

し
い
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

▼
必
要
書
類　

個
人
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の

で
、
案
内
文
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療
係　

28
・
0
9
1
7

Info

後
期
高
齢
者
医
療

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
開
設

　

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い
て
、

被
保
険
者
の
保
険
料
と
保
険
証
に
関
す
る
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
（
電
話
窓
口
）
を
開
設
し
ま
す
。

保
険
料
の
算
定
方
法
や
保
険
証
の
負
担
割
合
等

に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
電
話
番
号

0
5
7
0
・
0
1
1
5
5
8

（
ご
利
用
に
は
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。
）

▼
期
間　

7
月
12
日（
月
）～
8
月
31
日（
火
）　

　

※
土
日
・
祝
日
も
開
設

▼
時
間　

午
前
8
時
45
分
～
午
後
5
時
15
分　

▼
ご
注
意　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
、
受
信
専
用

で
す
。
還
付
金
の
案
内
や
口
座
を
指
定
し
て
振

込
み
を
さ
せ
た
り
、
金
融
機
関
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作

を
指
示
し
た
り
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
合
せ　

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
管
理
課
保
険
料
グ
ル
ー
プ

0
5
2
・
9
5
5
・
1
2
2
3

保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療
係

28
・
0
9
1
7

左：冨田晌子さん　右：清﨑孝子さん


